
共通 

  

場合により必要となる書類 

申請土地の貸借に係
る契約書の写し 

農地等の権利の移動の許可を受けようとする場合にあっては、当該権利移動に係る
契約書の写し 

委任状 
代理人が当事者（譲受人（借人）、譲渡人（貸人））に代わって申請書類を提出する
場合に必要です。申請書と同じ印を押印してください。 

住民票等 

譲渡人（貸人）の現住所が申請土地の登記事項証明書に記載の住所と異なる場合に
必要です。 
申請土地の登記事項証明書に記載の住所から現住所までの異動が確認できる住民
票、戸籍附票等を添付してください。 

相続関係が確認でき
る書類 

相続登記が未了の場合に必要です。 
相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等を添付してください。 

地積測量図 申請土地の一部に権利を設定する場合に必要です。 

耕作証明書 阿武町外に農地を所有している場合に必要です。 

農業経営の実態証明 
譲受人（借人）の住所が阿武町外の場合に必要です。 
住所地の農業委員会で交付を受けてください。 

 

許可申請書(様式第１号)  

申請土地の登記事項証明書 
（全部事項証明書） 

法務局の窓口で交付されるものに限ります。 

公図の写し 法務局で交付 

位置図 住宅地図、都市図等の写し 

営農計画書  


